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平成24年12月20日 

 

三鷹市議会議長 白 鳥   孝 様 

 

総務委員長 石 井 良 司 

 

総務委員会管外視察結果報告書 

 

本委員会は、平成24年度管外視察を下記のとおり実施したので報告いたします。 

 

記 

 

１ 視察期日 

平成24年10月９日（火）から10月10日（水）まで 

 

２ 視察先 

盛岡市（岩手県）、宇都宮市（栃木県） 

 

３ 視察項目 

(1) 盛岡市地域防災計画（盛岡市） 

本市では、平成24年３月に確定した「第４次三鷹市基本計画」で、東日本大

震災における諸課題を踏まえた「危機管理」が緊急プロジェクトに位置づけら

れている。今年度は「危機管理」の取り組みとして、防災力の一層の強化を図

り首都直下地震等への備えを強化するために、「三鷹市地域防災計画」の本格

改定を進めている。改定に当たっては、女性・高齢者・障がい者など多様な市

民の視点を反映させるとともに、災害対策本部初動態勢の強化、市民への情報

連絡体制の強化、帰宅困難者への対応、災害時要援護者への対応などが課題と

なっている。また、本市議会では、議会改革の検討項目として市議会としての

災害対応についても協議しているところである。 

このことから、市議会としても今後の地域防災計画のあり方を検討するに当

たり、東日本大震災で明らかになった課題等を踏まえて、地域防災計画の改定

を行った岩手県盛岡市の視察を行った。 

(2) 公金徴収一元化（宇都宮市） 

本市では、平成24年３月に確定した「三鷹市行財政改革アクションプラン

2022」で、市債権管理の適正化と効率的な収納体制の確立が最重点課題に位置

づけられている。市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、



2 

保育所保育料等を初めとする市の債権について、債権管理の適正化を推進する

とともに、より効率的・効果的な収納体制を確立するため、庁内に「債権管

理・回収検討プロジェクトチーム」を設置し、債権管理の基準整備、未収金の

効果的な徴収体制、給付時の条件整備及び管理システムの構築等の検討を進め

ている。 

このことから、市議会としても今後の市債権管理の適正化と収納体制のあり

方を検討するに当たり、納税課内に「特別収納対策室」を設置し、公金徴収一

元化に取り組む栃木県宇都宮市の視察を行った。 

 

４ 出張者 

(1) 総務委員 

石井 良司、赤松 大一、加藤 浩司、伊東 光則、髙谷真一朗、 

野村 羊子、岩田 康男 

(2) 同行職員 

市民部調整担当部長 鈴木 伸若 

(3) 随行職員 

議会事務局副主幹 藤井 泰男 
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 盛岡市  

盛岡市地域防災計画 

 

１ 盛岡市地域防災計画修正の経緯  

  盛岡市における防災対策の基本となる地域防災計画は、岩手県地域防災計画と

の整合を図りつつ、必要な修正を加えてきた。 

平成14年度には過去に実施した防災アセスメント調査及び地区別防災カルテに

基づき、盛岡市の災害特性などを踏まえて地域防災計画の各般にわたる大幅な見

直しを行った。 

平成20年度には企業等の事業継続計画（ＢＣＰ）の追加や、気象業務法等関係

法令の改正に伴う修正、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の結成に伴う記述の追

加を行った。 

  平成22年度には孤立化対策計画及び災害時要援護者に対する対策の記述の追加、

岩手ＤＭＡＴ運営要綱策定に伴う所要の修正を行ったほか、岩手県における気象

等の警報・注意報の区域等が変更されたことに伴う記述の追加を行った。 

  平成23年度には上位計画である岩手県地域防災計画修正案との整合を図りなが

ら、平成23年３月11日に発生した東日本大震災で明らかになった課題等を踏まえ

て、盛岡市地域防災計画の見直しを実施した。 

 

２ 平成23年度の盛岡市地域防災計画修正の重点項目 

  地域防災計画の本編において、主に、避難に関すること、情報通信に関するこ 

 と、物資に関すること、災害時における業務の継続性の確保に関すること、仮設

住宅に関すること、行方不明者の捜索及び遺体の埋火葬に関することについて、

内容の見直しや記述の修正を図るとともに、震災対策編についても本編との整合

を図りながら、所要の修正を実施した。 

  ※盛岡市地域防災計画は「本編」「震災対策編」「資料編」の三部構成となっている。 

 

３ 主な修正事項の概要 

 (1) 避難に関すること 

  ア 避難場所等の見直し 

     避難場所の名称のうち、火災の輻射熱等から避難者の安全を確保できる    

空地である「指定避難場所」、「広域避難場所」を、空地であることを市民

に分かりやすくするために、「指定避難広場」、「広域避難広場」に変更す

ること。現在指定している災害時要援護者収容避難場所を通常の収容避難場

所とし、避難の長期化が予想される場合に、収容避難場所の中から畳のある

施設を災害時要援護者収容避難場所として利用することとすること。福祉避
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難所についての記載を行ったこと。 

  イ  避難方法等の知識の普及 

        児童・生徒に対する防災知識の教育において、家族間で避難の仕方を決め

ておくなど避難等に関する心得の普及を行うこととすること。 

  ウ 避難計画 

      避難計画の作成では、避難は原則徒歩によるものとするとともに、避難場

所までの距離や災害時要援護者の有無などによりやむを得ず自動車を利用す

る場合にあっては、安全・確実な方策を講じることとすること。避難支援従

事者の危険回避のため、避難誘導に係る行動ルール等を避難計画に定めるこ

ととしたこと。 

  エ 避難勧告等発令時刻の配慮 

     避難勧告等の発令に際しては、できる限り日没までに避難が完了できるよ

うに、その発令の時間帯に配慮すること。 

    オ 避難の長期化に応じた避難所環境の整備 

     避難の長期化に応じ入浴施設等の環境整備を図ることとすること。 

  カ 避難所管理運営体制の計画策定 

    避難所の管理運営体制をあらかじめ定めておくようにすること。災害の態 

様、規模によっては、対応する職員が避難所にすぐに到着できないまたは配 

置できないことも考えられることから、避難所の管理者の判断により運営で 

きるようにするとともに、自主防災組織等による自主的な避難所の運営につ 

いての訓練を促進するものとすること。 

  キ 帰宅困難者に対する支援 

     災害の発生により、自力での帰宅が極めて困難となった者に対し、必要な

情報の提供を行うほか、避難所の提供、帰宅のための支援を行うこととする

こと。 

  ク 避難者の愛玩動物に関すること 

     避難者が愛玩動物を連れていた場合に、その受け入れについて留意するよ 

うにしたこと。愛玩動物を受け入れた場合についての記載を追加したこと。 

  ケ 市外からの避難者の受け入れ体制の整備 

     市外からの避難者を受け入れた場合に、避難者が必要な情報や支援・サー

ビスを受けることのできる体制の整備を図ることとしたこと。 

(2) 情報・通信に関すること 

  ア 情報通信事業者の支援 

     情報通信事業者に対して、広報手段に対する最新の技術、サービス等に

関する情報を提供するなど、災害広報の実施者の広報活動に対する支援を行

うよう求めることとしたこと。 
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  イ 広報の方法の追加 

     広報の方法について携帯端末に配信できるサービス（エリアメール）を

含むこととしたこと。 

(3) 物資に関すること 

 ア 食料・生活必需品等の備蓄に関する計画 

    市、市民並びに事業者のそれぞれで備蓄を推進するとともに、食料のみな

らず、熱源等についても備蓄を推進すること。 

  イ 避難所の物資の需要の把握 

    避難所における物資の需要を随時把握し、必要な物資の種類、数量等の把

握に努めるようにすること。 

  ウ 緊急輸送体制の整備 

     物資確保のため、運送事業者等関係団体との応援協定締結による緊急輸送

体制の充実を図ること。 

  エ 在宅生活困難者に対する支援 

      避難所に収容されてはいないが、在宅で物資等がなく生活が困難となって

いる者の把握に努めるとともに、支援を行うこととすること。 

 (4) 災害時における業務の継続性の確保に関すること 

   災害時における市の重要業務の継続性を確保するため、事業継続計画の策定 

を行うこととしたこと。 

 (5) 仮設住宅に関すること 

   ア 応急仮設住宅建設に際しての地域性の考慮 

      応急仮設住宅の建設資材の調達に当たり、寒冷地であることを考慮した上

での発注を行うこととしたこと。 

  イ 入居決定の際の留意事項 

        入居決定に際しては、地域のコミュニティの維持に留意することとしたこ

と。 

(6) 行方不明者の捜索及び遺体の埋火葬に関すること 

   ア 遺体を発見した場合、その身元が分かる所持品等の資料を確実に保全する

こととしたこと。 

   イ 遺体の火葬量が市の能力を超える場合は、県に対して広域火葬を要請する

こと。  

 

４ 計画の推進 

  災害発生時において、その対応が地域防災計画に基づき迅速に実施されること

が重要である。地域防災計画に示す災害対応は、一部の部署のみならず、各担当

部署と関係する防災関係機関や事業所が連携して実施されなければならないこと



6 

から、毎年実施される市総合防災訓練において、防災関係機関相互の協力体制を

確認しているところである。また、災害時の迅速な対応と市民への十分な物資等

の提供を可能とするため、関係する事業所等との協定締結を進め、体制強化を図

っているところである。 

 

５ 今後の課題 

 (1) 自主防災組織の結成促進と結成された組織の育成・強化に取り組んでいると

ころであるが、平常時における訓練や研修では質の高い内容を提供し、自助、

共助を醸成しながら、住民主体の活動を推進する必要がある。 

(2) 東日本大震災を教訓とした長時間停電への対応や自主避難者に対する避難所    

の開設・運営など、大規模災害対応について体制整備に取り組むとともに、情

報収集並びに市民への情報伝達システムの構築が必要である。  

(3) 市民の自主的な防災対策により災害による被害を軽減するため、既存の防災

マップの更新作業が必要である。 

(4) 避難所の迅速な開設・運営のため、毛布や食料などの備蓄品の分散備蓄をさ

らに進める必要がある。 

 

◎ 主な質疑 

 ・福祉避難所の運営の基本的な考え方について 

 ・市外からの避難者に対する受け入れ体制の整備について 

 ・災害時における在宅生活困難者の把握状況について 

 ・災害時における市民への情報提供の現状と今後のあり方について 

 ・東日本大震災を踏まえた、市の危機管理体制の強化の方策について 

 ・災害時における帰宅困難者に対する支援の見直しについて 

 ・市民や事業者への食料・生活必需品等の備蓄促進の取り組みについて 

 ・災害時要援護者に対する支援の拡充について 

 ・災害時における自主避難者の把握と支援について 

   

◎ 主な提供資料 

 ・平成23年度盛岡市地域防災計画の修正事項の概要について 

 ・地域防災計画の推進と今後の課題について 
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 宇都宮市  

公金徴収一元化 

 

１ 公金徴収一元化の目的 

宇都宮市は、市民負担の公平性を確保する観点から、公金収納率の向上、滞納

額の縮減、効率的・効果的な公金徴収を目的として「特別収納対策室」を納税課

内に設置し、公金徴収一元化を実施している。特別収納対策室は、市税や国民健

康保険税などを重複して滞納している人や、支払い能力がありながら長期にわた

り滞納している人などの一定条件のもと、担当課から公金滞納案件の移管を受け、

滞納整理（財産調査・差押・換価・公売）を実施し、公金徴収率の向上に努めて

いる。 

 

２ 取り組みに至る経緯 

平成19年８月22日に提出された平成18年度一般・特別会計決算審査意見書にお

いて、「歳入については、市税、国民健康保険税、各種使用料・手数料等の収入

未済額の解消に向けて、一元的・組織横断的な収納体制の充実・強化、効果的な

滞納処分の実施などにより、一層、収納対策の強化を図られたい」という指摘を

受けた。宇都宮市では、平成11年11月25日に市税等収納対策本部を設置し、市

税・使用料及び負担金等の滞納整理を実施していたが、平成22年度より財政課と

特別収納対策室を事務局として、さらなる収納率向上に取り組んでいる。 

 

３ 特別収納対策室 

(1) 設置の基本的な考え方 

    ア 賦課から徴収を一貫して行うことが望ましいことから、所管課が滞納整理

を実施することを基本とし、特別収納対策室は所管課が対応に苦慮する悪質

滞納者の債権の移管を受け、滞納整理を実施する。 

    イ 強制徴収債権の一元徴収においては、税情報の活用が可能であり、これを

活用して効率的・効果的な滞納整理の実現を図るものとする。 

ウ 市税等収納対策本部については、従来のとおり財政課との共管とし、特別

収納指導担当の業務を特別収納対策室に移管するものとする。 

(2) 組織定員（職員７名＋嘱託員２名）  

    主幹１名  室の総括 

    係長１名  滞納整理に関する調整業務・収納対策本部に関する調整業務 

   係員５名  滞納整理業務及び収納対策本部に関する業務 

(3) 平成23年度の取り組みと成果 

     納税課内室として設立し各課より移管を受けた案件は、高額・悪質な案件で
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あるため、徹底した財産調査により、銀行預金や生命保険、自動車などの差押

を積極的に行った。また、差押可能な財産がない場合は、納付相談による分割

納付計画を立てさせることや、納付資力がない者に対する執行停止も行ってき

た。その結果、各課で対応に苦慮していた高額・悪質案件について、滞納整理

を進めることができ、一定の成果を出すことができた。 

ア  平成23年度移管債権 

国民健康保険税、保育費扶養者負担金、介護保険料、後期高齢者医療保険 

料、土地区画整理事業清算金、市税 

イ  滞納整理状況（決算時） 

 移管滞納者 滞納整理済 徴収済 

人  数 ８８８人 ７０９人 ５５２人 

金  額 989,043,912円 674,919,405円 85,596,121円 

処
理
率 

人数割 ― ７９．８％ ６２．２％ 

金額割 ― ６８．２％ ８．７％ 

    ※滞納整理済は、徴収、差押・参加差押・交付要求、執行停止、税額更正等 

       ※徴収済は、滞納整理済の内数 

(4) 平成24年度の取り組み 

ア 特別収納対策室の役割の強化 

     債権の範囲の拡大と受け入れ滞納者の基準を見直し、より多くの滞納者

に対して厳正に滞納処分や法的措置を実施する。不動産・預貯金・生命保

険・給与・自動車・動産などの財産に対して厳正に滞納処分を実施する。 

    ○平成24年度移管債権の状況（５月当初）     

移 管 債 権 実人数 移管金額（千円） 

国民健康保険税 ５０２ ４７６，６１１ 

保育費扶養者負担金 １８ ７，７９０ 

介護保険料 １８ ２，２７１ 

後期高齢者医療保険料 ５ ２，２３４ 

土地区画整理事業清算金 １ ２，００７ 

市税 
上記と重複滞納者 － ３２９，５７２ 

関連者 ２３５ ６３，９５１ 

合   計 ７７５ ８８４，４３９ 

      イ 強制徴収公債権の所管課に対して、担当職員の滞納整理のスキルアップの

ため、助言・支援する。 

ウ  非強制徴収公債権、私債権の所管課に対して、民事訴訟や支払督促、民事

調停など法的措置について助言・支援する。 
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(5) 平成24年度移管案件徴収事務のフロー・年間スケジュール 

４月開始

10月

～３
月末 返還

４月
中旬

妥当な納付意思を示

す者は所管課で対応

５月

～２
月末

公課所管課
納税課

特別収納対策室

調 整 終 了
最終催告書兼業務移管予告通知

業務移管決定通知

引継書に関係書類を添えて
納税課に移管

完了報告書

・移管期間は特に定めず内容に合わせて対処す

る。

・継続移管案件について改めて各課との引継業務

は行わない。

・移管滞納者に対する担当課への返還に伴う告知
を、通知文にて行う。

◆H23年度移管案件の事務処理

・返還案件処理
・継続案件手続

◆H24年度移管案件について各所管課と打合せ

・移管基準等説明
・移管案件抽出依頼

◆所管課から移管希望案件提
出を受け内容精査
・記事確認
・担当課における滞納整理
状況確認 等

財産調査開始

・預貯金

・給与

・生命保険

・不動産

・自動車 等

◆調査により発見した財産の
滞納処分に着手

追加移管がある場合は当

初の手順に疎って移管手
続を行う

担当課において執
行停止処理を行う

◆文書催告・訪問納付指導
及び、生活状況の確認（執停
基準）

市税分の執行停止処
理を行う

◆事務の完了（完納になった
場合・執行停止を行った場合・
分納誓約できた場合）に伴い、
完了報告書に関係書類を添
えて公課所管課に返還

差

押

処分可能財産発見

・公売

・換価

分
納
誓
約

・金額によっては担保徴取

・１～2年で完納
・不動産所有の場合は参加差押

充 当

・納付や充当により完納の場合

・納付資力なし等の判断で執行停止

↓

担当課へ返還

執行停止案件について担当課と協議

調査が完了せず、接
触が出来ていない場
合、引続き継続移管と
し調査を進める

案件ヒアリング
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(6) 平成24年度移管基準 

取 扱 債 権 
基    準 

繰越年数 金  額 

介護保険料 滞納繰越１年以上 １０万円以上 

国民健康保険税 滞納繰越１年以上 ５０万円以上 

後期高齢者医療保険料 滞納繰越１年以上 ２０万円以上 

保育費扶養者負担金 滞納繰越１年以上 ３５万円以上 

土地区画整理事業清算金 滞納繰越１年以上 なし 

農業集落排水事業分担金 滞納繰越１年以上 なし 

 

４ 今後の課題 

(1) 適正かつ効果的に私債権の滞納整理を行うため、「債権管理条例」制定につ

いて研究・検討を進める必要がある。 

(2) 滞納処分等の事例を研究するとともに、市税を初め強制徴収公債権に関する

滞納整理マニュアルを作成する必要がある。 

(3) 自力執行権のない非強制徴収公債権・私債権の滞納整理のための訴訟等に対

応できる職員を育成する必要がある。 

  

◎ 主な質疑 

・市税、国民健康保険税等の重複滞納者からの取立金充当の優先順位について 

・絵画など差押物件のインターネット公売について 

・納付資力のない滞納者に対する滞納処分の考え方について 

・滞納処分手続き等に関する専門的知識を有する職員の育成方法について 

・財産調査・滞納処分等を行う場合の徴収吏員の心構えについて 

・市民の納付意識の啓発を図るための取り組みについて 

・滞納者の個人情報保護に関する取り扱いについて 

・滞納者に係る組織横断的な情報共有の方策について 

 

◎ 主な提供資料 

・平成24年度特別収納対策室事務・事業 

・平成24年度移管基準及び関係法規 

・平成24年度移管案件徴収事務のフロー・年間スケジュール 

・（仮称）特別収納対策室の設置について 

・宇都宮市債権徴収一元化に関する事務取扱要領 

・平成23年度特別収納対策室滞納整理状況 

・平成24年度税務概要 
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〔最後に〕 

以上、調査事項について資料等による説明、各委員の質疑等によって判明したこ

とを含め、視察の概要を記した。 

なお、視察項目の設定に当たっては、前述のとおり本市における現在の行政課題

等を念頭に行ったものである。 

また、視察時間を有効に活用するため、事前に視察項目に関する資料を取り寄せ、

本市事業との比較、検討を行った上で視察に臨んだ。 

本委員会は、これらの成果を今後の委員会活動はもとより、市行政に反映させて

いくことを確認し、管外視察の結果報告とする。 


